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改訂履歴

Ver. 更新日付 該当ページ 改訂内容

1.0 2024/6/5 全ページ 初版作成

1.1 2024/6/10 P.4 マイページ画面や通知文書の確認方法に関する説明を追加

1.2 2024/6/28 P.4 本手引で対応する申請の追加（事故報告（承認通知書）、実績報告（確定通知書））

1.3 2024/7/12 P.4 本手引で対応する申請を更新

2.0 2025/3/25 P.4,6 マイページのUI変更に伴い、画面キャプチャを更新

2.1 2025/9/5 P.4-7 本手引きで対応する申請を修正、画面キャプチャを更新
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通知文書目次

1. はじめに P.3

2. 通知文書の確認方法 P.4‐7

3. お問い合わせ窓口 P.8
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通知文書はじめに

◆ 各種申請の作成要否・提出期限については、交付規程をご確認ください。

◆ 支援依頼先によって一部手順が異る場合がございますので、ご自身の支援依頼先が商工会・商工会議所のどちらであるかをご確認ください。

◆ 本補助金の概要や制度の詳細、補助金内容のお問い合わせ先については、小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞のホームページをご参照ください。

      商工会地区：https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

商工会議所地区：https://s23.jizokukahojokin.info/index.php

◆ 本手引きは、小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞申請システムにて通知文書を閲覧する方法を説明した資料です。※画像はイメージのため今後変更となる可能性があります。

対象の補助金は、 「小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞」です。他の補助金を申請する場合にはご利用いただけません。

◆ 「小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞ 」の公募申請を紙で提出された場合は、交付決定後の申請も紙での申請となり、電子申請システムを使用することはできません。

◆ 電子申請の場合、各種通知はマイページ上でご確認いただけます。

◆ 動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。

※Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください

〇 Windows :Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge 〇 iOS :Google Chrome, Safari

〇 Android :Google Chrome 〇 macOS :Google Chrome, Firefox, Safari

◆ アップロード可能なファイルの拡張子は以下の通りです。

      pdf、zip、doc、docx、xls、xlsx、png、bmp、jpg、jpeg、heic、gif

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
https://s23.jizokukahojokin.info/index.php
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通知文書

① マイページにログイン後、通知文書「採択通知書」を押下してください。

通知文書の確認方法（1/4）

➢ 通知文書の確認方法（マイページ）
マイページから採択通知書の確認画面に移動します。

①

以降の手順は、「交付決定通知書」や「採択通知書」を例に記載していま

すが、下記の通知文書も同様の手順で参照できます。

✓ 不採択通知書

✓ 中止廃止（承認通知書）

✓ 計画変更（承認通知書）

✓ 事故報告（承認通知書）

✓ 財産処分（承認通知書）

✓ 実績報告（確定通知書）

✓ 事務局発議の通知

• 採択取消通知

• 交付決定取消通知

• 交付決定の取り消しに伴う返
還額通知

✓ 返還通知書

• 取得財産処分

• 消費税額の確定
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通知文書通知文書の確認方法（2/4）

➢ 通知文書の確認方法

① 採択通知書が表示されます。

② マイページに戻る場合は、「閉じる」を押下してください。

採択通知書が確認できます。

＜13桁管理番号＞
2024日経サ第XXXX号

令和６年６月５日

事業所名
代表者名 殿

商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
(運営 :株式会社日本経営データ・セン夕ー)

小規模事業者持続化補助金<一般型>の採択結果について
通常枠で採択

小規模事業者持続化補助金<一般型>（第15回受付締切）に係る採択先の選定について、審査委員会において厳正な審査を行った結果、貴社の事業を採択とさせていただきましたので、
ご連絡申しあげます。なお、採択により、申請時の申請内容のすべてが承認されたものではありません。
つきましては、下記の留意点を必ずご確認いただき、事業を開始してください。

記

１．補助金交付となる経費の対象期間について
補助金交付となる経費については、交付決定通知日以降で、補助事業期間中に支払いが完了した経費が対象となります。
なお、「交付決定通知書」を受領された方が補助金の交付対象となります。

２．交付申請等の内容に不備がある場合について
申請時に提出いただいた交付申請等（補助事業計画書を含む）の内容に不備等がある場合は、事務局から不備内容を通知するとともに、修正依頼や追加の書類提出依頼を行うことがあ

ります。不備等が解消されない場合は、交付決定を行いません。

３．補助事業の手引きについて
補助事業の実施にあたって、実施上の注意点等がありますので、必ず「補助事業の手引き」をご一読いただき、手引きに沿って事業を遂行してください。
特に、申請された経費については、事業目的に沿って購入・使用してください。補助事業以外に使用していることが判明した場合は返還を求めることがあります。
４．補助金の受け取りについて
補助金交付決定を受けても、実績報告書等の確認時に、補助上限額引き上げ要件を始め、各種要件を満たしていると認められない場合には、補助金の交付は行いません。
また、申請時にインボイス特例の適用を選択した補助事業者においては、実績報告書等の確認時に、特例の適用要件を満たしていると認められない場合には、特例で上乗せした額の交付は

行いません。
なお、実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金事務局等から連絡いたしま
す。

５．不正な申請への対応について
補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合に
は、補助金の交付決定の取消・返還命令（加算金の徴収を含む）、不正の内容の公表等を行うことがあります。また、その他の法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則
のほか、採択取消、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還（加算金付き）等の処分を受ける可能性があります。

６．補助事業実施後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出について
補助事業者は、補助事業終了から１年後の状況について、交付規程第２９条に定める「事業効果等状況報告」を、補助事業実施後、商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事
務局が指定する期限までに必ず提出することが必要です。

＜注意事項＞
申請時に選択した類型（○○枠）を変更することはできません。

【本件に関するお問い合わせ先】
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

（運営：株式会社日本経営データ・センター）
ＴＥＬ：０３－４３３０－３４８０

＊問い合わせ対応時間：9：00～12：00、13：00～17：00
（土日祝日・年末年始を除く）

ＵＲＬ：https://s23.jizokukahojokin.info/

②
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通知文書

① マイページにログイン後、通知文書「交付決定通知書」を押下してください。

通知文書の確認方法（3/4）

➢ 通知文書の確認方法（マイページ）
マイページから交付決定通知書の確認画面に移動します。

①
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通知文書通知文書の確認方法（4/4）

➢ 通知文書の確認方法

① 交付決定通知書が表示されます。

② マイページに戻る場合は、「閉じる」を押下してください。

交付決定通知書が確認できます。

＜13桁管理番号＞
2024日経サ第XXXX号

令和６年６月５日

事業所名
代表者名 殿

商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
(運営 :株式会社日本経営データ・セン夕ー)

小規模事業者持続化補助金交付決定通知書

独立行政法人中小企業基盤整備機構による中小企業生産性革命推進事業の一環として実施されている小規模事業者持続化補助金について、小規模事業者持続化補助金＜一般型＞交付規程第６条第１項の規定によ
り、2024年3月14日付けで申請のありました小規模事業者持続化補助金については、次のとおり交付することを決定しましたので、同規程第９条第２項の規定により通知します。

【交付決定日： 2024年6月5日（第15回受付締切分）】

１．補助金の交付の対象となる事業の内容は、2024年3月14日付けで申請のあった、小規
模事業者持続化補助金交付申請書（以下「申請書」という。）記載のとおりとする。

２．補助対象経費および補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変
更された場合における補助対象経費および補助金の額については、別に通知するところ
によるものとする。
補助対象経費 金 100,000 円

補助金の額 金 50,000 円

３．補助金の額の確定は次によるものとする。
補助金の確定額は、補助事業完了後に提出した補助事業実績報告書の審査の結果に
より、「交付すべき補助金の額」が確定したときに認められた補助対象経費の額の２
／３（ただし、賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３/４）または配分された上記２．記載の「補助金の額」（補助事業の内容が変更された場合に「補助金の額」の変更にかかる通知を受けたときは、変更にかかる通知を
受けた額。以下同じ。）のいずれか低い額とする。

ただし、特別枠で採択されている補助事業者において、「交付すべき補助金の額」の確定時に、要件を満たしていないと判断された場合には、上記２．記載の「補助金の額」に関わらず、交付すべき補助金の額は０円と確定される。
また、インボイス特例が適用されている補助事業者においても、「交付すべき補助金の額」の確定時に、補助上限額上乗せの適用要件を満たしていないと判断される場合には、上記２．記載の「補助金の額」に関わらず、交付すべき
補助金の額は０円と確定される。

４．補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律および同法施行令、 独立行政法人中小企業基盤整備機構の定める小規模事業者持続的発展支援事業費補助金（小規模事業者持続化補助金事
業）交付要綱、および小規模事業者持続化補助金＜一般型＞交付規程（以下「交付規程」という。）で定めるところに従わなければならない。

５．補助金に係る消費税および地方消費税相当額については、交付規程の定めるところにより、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を減
額すること。 

６．上記のほか、本事業の実施に当たっては、商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局の指示に従うこと。

②
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